様式第１号（第５条関係）

令和　　年　　月　　日　

道路河川愛護報償金交付申請書

　八女市長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

 連 絡 先　電話番号　　　　　　　　　　　　　 

八女市道路河川愛護報償金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり申請します。

記

	活

　　　動

　　　区

　　　域
	□　道　路

□　河　川

□　水　路

□　その他

※上記の□に印を

付けて下さい。
	市道河川名または
土地名称
目標物等
	

	
	
	区　 間
	から　　　　　　までの間

延長　約　　　　　ｍ

	
	
	添付図面
	活動する区域がわかる地図等

	活 動 に つ い て
	活動予定期間

及び実施予定日
及び予定人員
	　　　年　　月　　日 ～　　年　　月　　日　

　　　　　　月　　日（１日・半日）

　　　　　　月　　日（１日・半日）

月　　日（１日・半日）　　　　

	
	
	延　　　　　　　人　程度

	
	作　業　内　容
	□道路の草刈作業

□道路の維持補修及び清掃作業

□河川又は水路の維持補修及び清掃作業

□その他道路河川愛護活動と認められる作業

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	申請の対象となる経費
	□物品等の購入　□機械の借上料　□保険料


＜注意事項＞

１　申請書は、活動日の３日前までに提出ください。

２　市の管理する道路、河川、水路等での活動が対象となります。

３　道路河川愛護活動に必要と認められない物品等は、交付対象となりません。

４　他の援助を受けている活動は、交付対象となりません。

５　交付金は、道路河川愛護活動の目的以外には使用できません。

６　活動が中止になり、経費支出が無かった場合は、その旨届けてください。

７　道路河川愛護活動中の事故について

道路河川愛護活動において事故が起こった場合は、八女市民活動災害補償制度の対象となる場合がありますので、すみやかに本庁企画政策課または各支所地域振興係へご連絡ください。

ただし、ユンボなどの重機や軽トラック等の車両の使用によって起こった事故は、当補償制度の対象外となる場合がありますので、必要に応じて、これらの事故を対象とする保険に加入してください。なお、この場合の保険料については、報償金とは別に交付いたします。

詳しくは、建設課または各支所建設係まで問い合わせください。

行政区長又は団体


の活動代表者の住所





行政区又は団体の名称





行政区長又は団体


の活動代表者の氏名








